
奈
良
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
奈
良
県
自
動
車
税
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日

奈
良
県
知
事

山

下

真

奈
良
県
規
則
第
十
四
号

奈
良
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
奈
良
県
自
動
車
税
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

（
奈
良
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奈
良
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
四
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第12号様式（第11条関係） 税事務所長　殿証明書を必要とする者（納税義務者等） ※代理人が請求する場合のみ記入してください。住所（法人の場合は本店所在地）氏名（法人の場合は法人名称及び代表者の役職・氏名）
( ) － ( )１　証明書の使用目的 11 22 717212 21 5232 32 60２　証明税目と証明事項 事業年度 (計 事業年度分）事業年度 (計 事業年度分）課税年度 年度課税分（所得年 年所得分） (計 年分）課税年度 年度課税分／登録番号（奈・奈良・飛鳥滞納のないこと 未納のないこと 滞納処分がないこと（ ２年・３年 ）３　請求枚数

（代理人の氏名）私は、 を代理人と定め、この請求書に係る納税証明書の交付請求及び受領に関する権限を委任します。※委任状は委任者が作成してください。委任の事実を確認するために委任者に連絡することがあります。※委任状を偽造等した者は刑法第159条又は第161条の規定により罰せられることがあります。日 （法人名称及び代表者の役職・氏名）収入証紙貼付欄 年 月 委任者（納税義務者等）氏名

そ の 他枚
委委委委 任任任任 状状状状

自動車税種別割 ）県 税 全 税 目 □ □ □個 人 事 業 税法 人 県 民 税法 人 事 業 税 ～　　　年　　月　　日 　　　年　　月　　日　　　年　　月　　日 ～ 　　　年　　月　　日選択 税　　目
建設業許可(新規)申請資金の借入れ証明を請求する年度・期別等又は内容その他（使用目的を記入してください。）入札参加資格申請(上記以外)補助金等の申請 酒類販売業免許申請自動車の所有権解除

証明書を必要とする者との関係
使　用　目　的建設業決算変更届・経営事項審査申請下記のとおり納税証明書の交付を請求します。選択 使　用　目　的 選択 選択入札参加資格申請(建設業関係) 使　用　目　的 公益法人認定申請・事業報告

注 個人番号(法人番号)欄は、証明書を必要とする者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいいます。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいいます。)を記入してください。

月 日住所納納納納 税税税税 証証証証 明明明明 書書書書 交交交交 付付付付 請請請請 求求求求 書書書書奈良県 年代理人記入欄氏名
個人番号(法人番号)日中に連絡が取れる電話番号 電話番号 －

１ 「証明書の使用目的」及び「証明税目と証明事項」は、該当の欄に○を記入し、請求内容の詳細を右欄に記入してください。２ 個人番号カード、運転免許証等本人（法人にあっては、代表者本人）であることが確認できるものを提示してください個人番号カード、運転免許証等本人（法人にあっては、代表者本人）であることが確認できるものを提示してください個人番号カード、運転免許証等本人（法人にあっては、代表者本人）であることが確認できるものを提示してください個人番号カード、運転免許証等本人（法人にあっては、代表者本人）であることが確認できるものを提示してください。また、代理人が請求する場合は、委任状を提出するとともに、代理人本人であることが確認できるものを提示してください代理人が請求する場合は、委任状を提出するとともに、代理人本人であることが確認できるものを提示してください代理人が請求する場合は、委任状を提出するとともに、代理人本人であることが確認できるものを提示してください代理人が請求する場合は、委任状を提出するとともに、代理人本人であることが確認できるものを提示してください。３ 金融機関等で納付されてから県で確認できるまで日数がかかります。納付して間もない場合は、領収証書（コピーでも可）をお持ちください。４ 県内に事業所等を持たない法人、県税事務所に法人県民税等の申告をしていない法人、代表者等を変更した法人等が請求する場合は、登記事項証明書等を提示していただくことがあります。
注意事項



第
二
十
四
号
様
式

中
「証

明
者
職
氏
名

㊞

」
を
「証

明
者
職
氏

（裏）

名

」
に
改
め
る
。

「

第
二
十
七
号
様
式
中
「署

名
な
つ
印

」
を
「記

名

」
に
、

「

㊞㊞㊞

を

に
改
め
、
同
様
式
の

㊞㊞

」

」

注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
附
帯
設
備
に
属
す
る
部
分
の
取
得
者
と
必
ず
十
分
な
協
議
を
行
っ
た
上
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

２
個
人
番
号

（法
人
番
号

）欄
は
申
出
者

（申
請
者

）の
個
人
番
号

（行
政
手
続
に
お
け

、

る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

（平
成

25
年
法
律
第

27

号

）第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
い
ま
す

）又
は
法
人
番
号

（同
条
第

15
。



項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
い
ま
す

）を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。
。

（
奈
良
県
自
動
車
税
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

奈
良
県
自
動
車
税
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
、
第
四
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「

氏
名

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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